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引き続き「人への投資」と月例賃金にこだわって粘り強い交渉を 

～２０２４春季生活闘争 第２回回答集計結果について～ 
 

 連合本部は、3月21日（木）時点で取りまとめた賃上げ状況の第 2回回答集計結果を発表しました。 

 
○平均賃金方式での賃上げは、2013年以降で最高水準。 

平均賃金方式で回答を引き出した組合の加重平均は16,379円・5.25％（昨年同時期4,825円増・

1.49ポイント増）となった。第1回回答集計（16,469円・5.28％）とほぼ同水準を維持しており、

比較可能な 2013 闘争以降で、額・率とも最も高い。賃上げ分が明確にわかる組合の賃上げ分は、

11,262円・3.64％（同4,668円増・1.39ポイント増）で、賃上げ分が明確にわかる組合の集計を

開始した2015闘争以降、最も高くなった。 

300人未満の中小組合の賃上げ分は11,916円・4.50％（同3,153円増・1.11ポイント増）と 

なり、全体と同じく2013闘争以降最も高い。賃上げ分が明確にわかる組合の賃上げ分は、8,549円・ 

3.15％（同3,076円増・1.09ポイント増）で、2015闘争以降で最も高い。 

 中堅・中小組合を含め、依然高い水準の回答が続いている。引き続き「人への投資」と月例賃金に 

こだわって粘り強い交渉を構成組織・地方連合会とともに支援していく。 

 
 

 

連合北海道は、3月22日（金）時点で取りまとめた賃上げ状況の集計結果を発表しました。 

妥結報告のあった組合は、43組合・24,252人。月例賃金の加重平均は、12,628円（定昇・ベア込

み）、妥結率は 4.64％（昨年同時期 3,390 円増・1.27％増）となった。うち、300 人未満の中小組合

の28組合で8,090円（同49円増）、300人以上の組合は12,987円（同3,681円増）となった。 

ベースアップ分が明確にわかる組合は36組合あり、全体では8,519円（同3,994円増）、300人未

満の組合では8,442円（同1,972円増）、300人以上では8,526円（同4,108円増）となっている。 

  

【組合規模別賃上げ状況 2024年 3月22日 連合北海道集計】 

組合規模 
集計    

組合数 

対象組合  

人数 

加重平均妥結額    

（定昇・ベア込み） 

昨年実績額   

（定昇・ベア込み） 
昨年比 

300人未満 

300人以上 

 28組合 

15組合 

2,383名 

21,869名 

8,090円 （3.53％） 

12,987円 （4.72%） 

8,041円（3.79%）  

9,306円（3.36%）  

49円 

3,681円 

計 43組合 24,252名 12,628円 （4.64%） 9,238円（3.37%）  3,390円 

 

◎要求・回答・妥結情報を石狩地域 2024春季生活闘争闘争委員会までお知らせください。 

   担当：光崎・田中（ＴＥＬ：011-210-1212 ＦＡＸ：011-210-1213） 


